
米国の動物福祉法  

合衆国法律集 第 7 巻 第 54 章 特定動物の輸送、販売および取扱い 

（7 U.S.C. §2131～2159） 

  

第 1 条 議会の方針宣言 

（a）本法の呼称は「動物福祉法」とする。  

（b）議会は、本法が規制する動物と事業は、州間または対外通商に関係するか、もしくは

前記の通商やその自由な流通に重大な影響をおよぼすものであり、本法による動物と

事業に関する規制は、前記の通商への負担を防止、除去し、以下の観点から効果的に

規制するために必要であることを認める：  

（1）研究施設、展示、ペット用動物への人道的ケアと処遇［treatment］の確保。  

（2）通商として輸送される動物への人道的処遇の確保。  

（3）盗難動物の販売や使用を防止することにより、動物の所有者を窃盗から保護する 

こと。  

 議会はまた、研究や実験、展示、ペット販売向けの保有、その他同種の目的で動物

を使用する個人または団体による動物の輸送、購入、販売、収容、ケア、取扱い

［handling］、処遇を本法によって規制することの重要性を認める。議会はさらに以

下のことを認める：  

（1）特定の研究や教育における動物使用は、人や動物の疾病や傷害の治療に関する知

識を増進させる手段である。  

（2）ある種の目的をもつ実験では、動物を使用せず、しかも従来の動物実験より迅速、

低廉、正確な試験法の開発がなされ、かつ継続されており、さらに前記のような

試験法にはさらなる開発の機会も見込まれている。  

（3）動物実験の不必要な重複を回避したり最小限にとどめる方策をとることは、連邦 

資金のより生産的な使用につながる。  

（4）実験動物のケアと処遇に対する一般の懸念に応えることを支援する方策は、研究 

の持続的な進歩を保証する上で重要である。  

 

第 2 条 定義 

 本法の用語を以下の通りに定義する。   

（a）人物［person］とは、すべての個人、合名会社、企業、合資会社、法人、組合、企業

合同、身分、その他の法的主体をいう。  

（b）長官［Secretary］とは、合衆国農務省長官またはこれを代理する合衆国農務省の職

員をいう。  

（c）通商［commerce］とは、取引、交通、輸送、その他、以下のような通商をいう：  



（1）ある州のある地点とその州外のいずれかの地点とを結ぶもの、または、同一州内

の 2 点を州外のいずれかの地点を経由して結ぶもの、または連邦直轄地、領有地

もしくはコロンビア特別区内でなされるもの。  

（2）（1）に述べた取引、交通、輸送、その他の通商に影響をおよぼすもの。  

（d）州［State］とは、合衆国の州、コロンビア特別区、プエルトリコ、バージン諸島、

グアム、米領サモア、その他の連邦直轄地または領有地をいう。  

（e）研究施設［research facility］とは、生きた動物を研究、試験、実験に使用するかその

意図をもつすべての学校（初等・中等学校を除く）、研究所、組織、または人物で、（1）

生きた動物を通商により購入または輸送するか、もしくは、（2）研究、試験、実験を

行う目的で、合衆国の省庁や部局、その他の行政機関を通じ助成金、給付金、貸付金、

委託を受けているものをいうが、ただし、生きた犬猫を使用せずその使用意図もない

学校、研究所、組織または人物については、前記の学校、研究所、組織または人物の

主な機能が生物医学の研究や試験で、相当数（長官が定める）の生きた動物を使用し

ているのでない限り、長官の規則により、本法の目的を損なわない範囲で除外するこ

とができる。  

（f）動物商［dealer］とは、（1）生死にかかわらず、研究、教育、展示、またはペット用

の犬その他の動物や、（2）狩猟、警備、または繁殖用の犬を、通商として報酬や利益

の取得を目的に配達したり、運送業者ではないが輸送したり、購入、販売、あるいは

売買交渉を行う者をいうが、以下のものは除外される：  

（i）研究施設、展示業者、または動物商向けの販売を行わないペット小売り店、ある

いは（ii）野生動物、犬猫の販売や売買の交渉を行わず、他の動物の販売からも年間

500 ドルをこえる所得を得ていない人物。  

（g）動物［animal］とは、生死にかかわらず、犬、猫、サル（ヒト以外の霊長類）、モル

モット、ハムスター、ウサギ、その他の温血動物で、研究、試験、実験、展示、また

はペット用に使用されるか、その使用意図があると長官が判断するものをいうが、た

だし、研究用以外の馬その他の農用動物［farm animals］で食用や繊維生産用、もし

くはそうした使用意図のある（それらに限定しないが）家畜や家禽、および動物の栄

養、繁殖、管理、生産効率の改善や食糧、繊維の質の向上を目的に使用されたり、そ

うした使用意図のある家畜や家禽は除外される。犬については、狩猟、警備、繁殖目

的で使用される犬も含めたすべての犬が対象である。  

（h）展示業者［exhibitor］とは、通商により購入されたか、通商に影響をおよぼすか、そ

の意図をもって提供されたと長官が判断する動物を、報酬を目的に一般公衆に展示す

る（公または私の）人物をいい、営利か否かを問わず、前記の動物を展示するカーニ

バル、サーカス、動物園が含まれるが、ただし、ペット小売り店、州や郡のフェアの

後援者やこれらに参加するすべての人物、家畜ショー、ロデオ、純粋種の犬猫ショー、

その他、農業にかかわる技術や科学の進歩促進を意図するもので長官が判断するフェ



アや展示は除外される。  

（i）中間取扱い業者［intermediate handler］とは、合衆国または州、地方自治体の省庁

や部局、その他の行政機関を含め、通商としての輸送と関連して動物の保管業務を行

うすべての人物をいう。  

（j）運送業者［carrier］とは、空運、鉄道、陸運、海運、その他の運送業者、または有料

で動物輸送を行う事業体をいう。  

（k）連邦機関［Federal agency］とは、合衆国法律集第 5 章第 105 条に定められた行政機

関であり、研究施設との関連で言及する場合は、動物使用を伴う研究、実験、試験を

行うための連邦資金を研究施設に給付している機関である。  

（l）動物使用を伴う研究、実験、試験を行うための連邦給付金［Federal award for the 

conduct of research, experimentation, or testing, involving the use of animals］と

は、前記の研究の実施を補助するすべての連邦資金の供与形態（助成、給付、貸付、

委託、協定など）をいう。  

（m）定足数［quorum］とは、委員会の委員の過半数をいう。  

（n）委員会［Committee］とは、第 13 条（b）節に基づいて設置される施設動物委員会

［Institutional Animal Committee］をいう。  

（o）連邦研究施設［Federal research facility］とは、生きた動物を研究や実験に使用する

合衆国の省庁や部局、その他の行政機関をいう。  

 

第 3 条 動物商と展示業者の免許  

 長官は、長官が指定する書式と様式によって申請し、本法第 23 条により定められた料金

を支払った動物商および展示業者に免許を発行しなければならないが、ただし、前記の免

許は、その動物商または展示業者が、本法第 13 条に基づき長官が公布する基準を自施設が

満たしていることを証明するまで発行してはならず、また、ペット小売り店や、自己所有

の敷地内で犬猫を繁殖、育成し、前記の犬猫を研究施設に販売しているが、その収入が総

所得の相当部分を占めていない人物は、本法にいう動物商または展示業者として免許を取

得する義務がない。また長官は、本法にいう動物商または展示業者の資格を欠いているが、

上記に示された要件を満たし、本法のすべての規定と、本法に基づいて長官が定める規則

を遵守する旨を書面で同意した者には、動物商または展示業者の免許を与える権限をもつ

ものとする。  

   

第 4 条 動物商と展示業者に求められる有効免許 

 動物商または展示業者は、長官の免許を取得し、その免許が停止処分や剥奪処分を受け

ていない場合に限り、研究施設、展示、またはペット用の動物の通商としての販売、売品

としての提供、輸送、輸送の提供をしたり、他の動物商や展示業者との間で通商としての

動物売買や売買の申し込みをすることができる。  



  

第 5 条 動物商と展示業者が犬猫を処分できる時期 

 動物商または展示業者は、犬猫の取得後 5 営業日以内、もしくは長官が別に定める期間

内にこれらを販売その他の方法で処分してはならないが、ただし、本法第 12 条に定めるセ

リ開催者には本条項への遵守義務はないものとする。  

  

第 6 条 研究施設、取扱い業者、運送業者および免許未取得の展示業者の登録 

 すべての研究施設、中間取扱い業者、運送業者、および本法第 3 条に定める免許を取得

していないすべての展示業者は、長官が定める取決めと規則にしたがって登録を受けなけ

ればならない。  

  

第 7 条 認可されたセリ開催者、および有免許の動物商または展示業者以外か

らの研究施設による犬猫の購入禁止  

 研究施設が、本法第 12 条に定めるセリ開催者または本法第 3 条により免許取得が免除さ

れた人物を除き、本法のもとで長官が発行した有効免許をもつ動物商、展示業者以外の人

物から犬猫を購入することは違法となる。  

  

第 8 条 認可されたセリ開催者、および有免許の動物商または展示業者以外か

らの合衆国政府による犬猫の購入禁止 

 研究、実験、または展示用に動物を使用している合衆国の省庁や部局、その他の行政機

関は、本法第 12 条に定めるセリ開催者か、本法第 3 条により免許取得が免除された人物を

除き、本法のもとで長官が発行した有効免許をもつ動物商、展示業者以外の人物から、前

記の目的で犬猫を購入その他の方法で取得してはならない。  

  

第 9 条 主体－代理人関係の確立 

 本法の各条項の解釈と執行に当たっては、研究施設、動物商、展示業者、第 3 条第 2 項

により動物商または展示業者として免許を取得した人物や本法第 12条に定めるセリ開催者、

中間取扱い業者、運送業者を代理したり、これらに雇用されている人物の行為、不作為、

不履行は、それがその職務や役務の範囲内である限り、本人のみならず前記の研究施設、

動物商、展示業者、免許取得者、セリ開催者、中間取扱い業者、運送業者の行為、不作為、

不履行とみなすものとする。  

  

第 10 条 動物商、展示業者、研究施設、中間取扱い業者、運送業者による記録

保持 

 動物商および展示業者は、長官が指定する動物の購入、販売、輸送、個体証明、前の所

有者に関する記録を付け、長官が指定する合理的な期間それを保持しなければならない。



研究施設は、生きた犬猫ついてのみ、前記の購入、販売、輸送、個体証明、前の所有者に

関する記録を付け、保持しなければならない。中間取扱い業者と運送業者による動物の輸

送、受託、取扱い、荷渡し記録を指定書式に記入させている連邦政府の規制機関はすべて、

長官の要請があれば、本法の効果的な施行のために長官が必要とする情報を書式に追加し、

中間取扱い業者および運送業者に記入させなければならない。前記の情報は、長官が指定

する合理的な期間保管しなければならない。連邦政府の規制機関が前記の指定書式をもた

ない場合には、中間取扱い業者および運送業者は、長官が定める動物の輸送、受託、取扱

い、荷渡しに関する記録を付け、長官が定める合理的な期間保持しなければならない。前

記の記録は、合理的な期間中、長官による検査と複写ができるようにしておかなければな

らない。  

  

第 11 条 動物の流通と個体識別 

 動物商または展示業者が、通商上の輸送機関に引渡したり、輸送、購入、販売するすべ

ての動物は、長官が定める期間、長官が定める人道的な方法により標識を付けるか、個体

識別ができるようにしておかなければならないが、ただし、研究機関については前記の標

識や識別が必要なのは生きた犬猫のみとする。  

  

第 12 条 セリの人道的基準と記録保持の要件 

 長官は、動物商、研究施設、およびセリにおける展示業者、前記のセリの開催者による

通商としての動物の購入、取扱い、販売を規制する人道的基準および記録保持に関する要

件を公布する権限をもつ。長官はまた、通商として犬猫の販売を行うセリ開催者に対し、

長官が指定する条件のもとに、本法第 23 条で長官が指定する料金を支払って免許を取得す

ることを義務づける権限をもつ。  

  

第 13 条 動物の人道的取扱い、ケア、処遇および輸送に関する基準と証明手続

き 

（a）基準、規程、規則、その他の要件の公布；研究施設；州当局 

（1）長官は、動物商、研究施設、展示業者による動物の人道的取扱い、ケア、処遇お

よび輸送に関する管理基準を公布しなければならない。  

（2）（1）項の基準では以下に関する最低要件を定めなければならない：  

（A）取扱い、収容、給餌、給水、衛生、通気、極端な天候や温度からの庇蔭、

適切な獣医学的ケア、および、動物の人道的取扱い、ケア、処遇のために

長官が必要と認めた場合には、種ごとの隔離。  

（B）長官が公布する全般的基準にしたがって担当獣医師が判断する犬の運動

と霊長類の心理的安寧を助長する物理的環境。  

（3）研究施設の動物については（1）項の基準に、（2）項の内容の上にさらに以下の



要件を付け加えなければならない： 

（A）麻酔、鎮痛剤、鎮静剤の適切な使用や安楽死における適切な獣医学的ケア

など、動物の苦痛や苦悶を最尐限にとどめるためのケア、処遇、実験処置

における行為。  

（B）実験動物に苦痛や苦悶もたらす恐れのある処置に対し、主たる研究員がそ

の代替法を考慮すること。  

（C）動物に苦痛を引き起こす恐れのある行為について：  

（i）前記の処置の計画段階で獣医師と相談すること。  

（ii）鎮静剤、鎮痛剤、麻酔剤を使用すること。  

（iii）実験施設の職員が、獣医学的、獣医看護学的に確立した手法にのっ

とって術前術後のケアに当たること。  

（iv）麻痺薬を無麻酔で使用しないこと。  

（v）科学的に必要な時間以上に、鎮静剤、麻酔剤、鎮痛剤、安楽死の処置

を遅延させないこと。  

（D）術後の回復が許された動物は、以下の場合を除き、二度以上大きな手術実

験に使用してはならない。  

（i）科学的な必要性がある。  

（ii）その他、長官が決定する特別な事情がある。  

（E）この基準の例外は、研究手順書に明記されている場合に限って認められる

ものとし、前記の例外措置は、（7）項に規定される施設動物委員会に提出

する報告書の中で詳細に説明されなければならい。  

（4）長官はまた、動物商、研究施設、展示業者、セリ開催者その他の人物、合衆国の

省庁や部局、その他の行政機関、または州、自治体から委託された動物に対する、

中間取扱い業者、航空会社その他の輸送業者による通商としての輸送とそれに関

連した取扱い、ケア、処遇に関する管理基準を公布しなければならない。長官は、

収容、飼料、水、休息、通気、温度、取扱いなどに関する要件を含め、通商とし

ての輸送がなされる動物への人道的処遇を確保する上で、必要と判断する取決め

や規則を公布する権限をもつものとする。  

（5）長官は、本条のもとに定められる基準の公布と執行に当たり、必要に応じて外部

の顧問を含めた専門家と協議する権限と義務をもつ。  

（6）（A）本法のいずれの部分も：  

（i）本節（7）の規定を除き、研究施設において前記の研究施設が決定する

実際の研究や実験の計画、概略、指針に関する取決め、規則、命令を

公布する権限を長官に与えるものと解釈してはならない。  

（ii）本節（A）および（C）（ii）から（v）の規定を除き、研究施設におい

て前記の研究施設が決定する実際の研究や実験の遂行における取決め、



規則、または命令を公布する権限を長官に与えるものと解釈してはな

らない。  

（iii）査察に際し、実際の研究や実験の実施を妨げる権限を長官に与えるも

のではない。  

（B）本法のいずれの取決め、規則、命令、部分も、企業秘密や、秘匿権がある

かもしくは機密とされる業務情報や財務情報を、査察に当たり一般公衆や

施設動物委員会に公開することを研究施設に義務づけるものと解釈しては

ならない。  

（7）（A）長官は、各研究施設に対し、その施設が本法の各条項を遵守しており、そ 

の施設での実際の研究や実験が動物のケア、処遇、使用に関し専門的に容 

認できる管理基準にしたがっている旨を、査察時に示しかつ尐なくとも毎 

年報告することを義務づけなければならない。  

（B）（A）項の要件を満たすために、前記の研究施設は以下のものを提示しな

ければならない。  

（i）動物に苦痛や苦悶をもたらす恐れのある処置に関する情報と、主たる

研究員がそれらの処置の代替法を検討したことを示す証拠。  

（ii）前記の施設が本条による基準を遵守していることを長官に納得させ

る証拠。  

（iii）本条により公布される基準からの逸脱がある場合は、それに関する

釈明。  

（8） （1）項は、いずれの州（またはその下位行政区）に対しても、（1）項により長

官が公布する基準にさらに追加した基準を公布することを妨げるものではない。  

（b）研究施設委員会；設置、委員、機能その他 

（1） 長官は、各研究施設に尐なくとも 1 つの委員会の設置を義務づけなければならな

い。各委員会は、前記の研究施設の最高経営責任者が使命する 3 名以上の委員か

ら構成されなければならない。前記の委員は動物のケア、処遇、およびその研究

施設が必要に応じて定める実験研究における行為に関し、十分な評価能力を備え、

かつ前記の施設で使用される実験動物の福祉への社会的関心を代表しなければ

ならない。委員会委員のうち：  

（A）尐なくとも 1 名は獣医師でなければならない。  

（B）尐なくとも 1 名は、以下の者を入れなければならない： 

   （i）委員会委員であること以外は前記の施設と関係をもたない者。  

   （ii）前記の施設の関係者の近親でない者。  

   （iii）動物の適正なケアと処遇への一般社会の関心を代表する者。  

（C）委員会の人数が 3 名をこえる場合は、前記の施設の同一管理部門から 3 名以

上の委員を出してはならない。  



（2） （3）項の査察を含め、委員会のあらゆる公式活動は定足数を必要とするる。  

（3） 委員会は、前記の研究施設のすべての動物研究区域、動物施設に対し、尐なくと

も半年ごとの査察を行い、その査察においては、動物への苦痛や苦悶を最尐限に

とどめる本法の諸条項が遵守されていることを確認するため、以下の評価を行わ

なければならない：  

（A）動物に苦痛をもたらす行為。  

（B）動物の置かれている状態。  

被験動物がその動物にとっての自然環境におり、研究区域への立ち入りが困難な

場合は、長官が査察義務を免除することができる。  

（4）（A）委員会は各査察ごとに査察証明報告書を研究施設に提出しなければならな 

い。前記の報告書には：  

（i）査察に加わった委員会委員の過半数の署名がなければならない。  

（ii）動物のケアや処遇上の欠陥や、事前承認を受けた申請書から実際の研

究が逸脱し動物福祉を損なったなど、長官が公布する基準や義務づけ

る事項への違反は、前記の状況に関する施設への通告とその後の改善

を含め、すべて記載しなければならない。  

（iii）委員会内での尐数意見をすべて記載しなければならない。  

（B）前記の報告書は、その研究施設に尐なくとも 3 年以上保管し、動植物検疫

局その他資金供与を行っているすべての連邦機関による査察時に提示しな

ければならない。  

（C）（3）項により発見された欠陥や逸脱の改善の機会を研究施設に与えるた

め、委員会はその研究施設の管理責任者に、本法の諸条項に照らしたすべ

ての欠陥や逸脱を通告しなければならない。通告により改善の機会を与え

た後もなお前記の欠陥や逸脱が改善されない場合には、委員会は、動植物

検疫局および資金供与を行っている連邦機関に、前記の欠陥ないし逸脱を

（書面で）通知しなければならない。  

（5）査察の結果は、農務省の査察官による査察時に閲覧と評価ができるようにしてお 

かなければならない。農務省の査察官は、未改善の欠陥や逸脱が含まれる委員会

の査察記録を、動植物検疫局および前記の未改善の欠陥や逸脱が生じたプロジェ

クトに資金供与を行っている連邦機関に送付しなければならない。  

（c）連邦研究施設；設置、構成、連邦委員会の責任 

連邦研究施設は、本条（b）節で規定したのと同じ構成をもち、同じ責任を負う連

邦委員会を設置しなければならないが、連邦委員会は、欠陥や逸脱に関する報告を動

植物検疫局ではなく、その研究を行っている連邦機関の長に行うものとする。その研

究を行っている連邦機関の長は以下の責任を負うものとする： 

 （1）その施設が講じるべきすべての改善措置。  



 （2）査察手順におけるすべての例外措置の認定。  

（d）研究施設で動物のケアと処遇にかかわる科学者、動物技術者、その他の人員の訓練 

各研究施設は、前記の施設で動物のケアと処遇にかかわる科学者、動物技術者、そ

の他の人員に対し、長官が義務づける訓練を実施しなければならない。前記の訓練で

は下記のことが指導されなければならない：  

（1）動物管理と動物実験における人道的な行為。  

（2）動物使用を最尐限にとどめるか、もしくは不要にしたり、動物の苦痛や苦悶を

軽減できる研究法や試験法。  

（3）本条（e）節により設置される国立農業図書館の情報サービスの利用。  

（4）動物のケアと処遇における欠陥の報告方法。  

（e）国立農業図書館での情報サービス部門の開設；サービスの機能 

長官は、国立農業図書館に情報サービス部門を開設しなければならない。このサー

ビスでは、国立医学図書館との連携のもとに以下の情報を提供しなければならない：  

（1）職員訓練に関連した情報。  

（2）研究施設の必要に応じ、知らずに動物実験を重複するのを防止するための情報。  

（3）動物実験の改善につながる以下のような方法。  

  （A）動物使用を削減したり代替する方法。  

  （B）麻酔や鎮痛など、動物の苦痛や苦悶を最尐にとどめるための方法。  

（f）1 研究プロジェクトへの連邦助成の一時停止または打切り；条件；不服申し立ての

手続き 

長官または研究プロジェクトに資金供与を行っている連邦機関が、研究施設に通告

し矯正の機会を与えたにもかかわらず、動物のケア、処遇、または特定のプロジェク

トにおける行為が、本法に基づき公布される基準を遵守していないと判断した場合に

は、前記の機関は、そのプロジェクトに対する連邦助成を一時停止するか、または打

切らなければならない。前文に基づく措置の結果、連邦助成を打切られた研究施設に

は、合衆国法律集第 5 章第 701 条から 706 条に定める不服申し立ての権利が与えら

れるものとする。  

（f）2 獣医師による証明；内容；免除 

犬猫その他長官規則が指定する種、分類の動物は、獣医師免許をもつ獣医師がその

動物を特定の日付に検査したことを証明するために発行した証明書を伴わない限り、

動物商、研究施設、展示業者、セリ開催者、もしくは合衆国、州や地方自治体の省庁

や部局、その他の行政機関から、通商としての輸送のために中間取扱い業者や運送業

者に引渡してはならず、また前記の取扱業者や運送業者は、前記の人物、省庁や部局、

その他の行政機関から通商としての輸送のために荷受けしてはならない。またこの検

査は前記の引渡し前 10 日以降に行い、その時点でその動物には、動物自身または他

の動物や公衆衛生に害をおよぼす恐れのある感染症や身体的異常が認められなかっ



たことを示すものとするが、ただし、研究、試験または実験目的で研究施設に輸送さ

れる動物で前記の証明に適さないものについては、長官は規則により、その規則にお

いて長官が定める条件のもとで、この証明義務を免除することができる。中間取扱い

業者または運送業者が受領した前記の証明書は、本法第 10 条にしたがい長官規則が

指定する期間、保管されなければならない。  

（g）登録研究施設に引渡される動物の年齢；長官が動物の種類と年齢制限を追加指定する

権限 

いかなる人物も、犬猫その他、長官規則が指定する種、分類で、長官規則が定める

年齢に達していない動物は、登録研究施設に引渡す場合を除き、通商としての輸送の

ために中間取扱い業者や運送業者に引渡してはならない。長官は、通商としての輸送

との関連で人道的処遇を確保するために前記の措置が必要または適切と判断した場

合には、動物の種や分類を追加指定しなければならず、また特定の種や分類の犬猫そ

の他の指定動物に応じて年齢の下限を定めることができる。  

（h）通商としての動物輸送における C.O.D.（代金引換払い配送）協約の禁止；例外 

通商としての何らかの動物輸送にかかわる中間取扱い業者や運送業者は、荷受人に

到着を通知後 48 時間以内に引き取り請求のない動物については荷主がその輸送費用

を、必要なら返送費用と前記の動物のケア、給餌、保管にかかる現金支出費用として

十分な金額とともに支払う旨を書面で保証していない限り、前記の動物代金や輸送費

用を引渡し時に荷受人から受け取る約束を交わしたり、そのような行為に従事しては

らない。  

  

第 14 条 合衆国政府施設の動物の人道的基準 

 実験動物施設をもつ合衆国のすべての省庁や部局、その他の行政機関は、第 13 条（a）（f）

（g）および（h）節に基づき長官が公布する研究施設の基準その他の要件を遵守しなけれ

ばならない。動物を展示する合衆国のすべての省庁や部局、その他の行政機関は、第 13 条

（a）（f）（g）および（h）節に基づき長官が公布する基準を遵守しなければならない。  

  

第 15 条 長官と連邦、州、地方自治体との間の協議と協力 

（a）長官は、本法第 13 条に基づく基準を定め、かつ本法の目的を遂行するに当り、実験

または展示用の動物の福祉に関係をもつ他の連邦政府の省庁や部局、その他の行政機

関、または通商としての輸送を規制する法執行機関と、協議、協力しなければならな

い。長官は、規則の発令に際し事前に保健社会福祉省長官と協議しなければならない。

動物の航空輸送およびそれに関連した取扱いに関する管理基準の公布に際しては、運

輸長官と協議しなければならず、運輸長官は、協議後 30 日以内に、前記の規制は航

空上の安全の見地から変更が必要である旨を長官に通知することにより、前記の基準

を拒否する権限をもつものとする。州間通商委員会、運輸長官、および連邦海運委員



会は、長官が定める基準を施行するに当たり、各々の法的権限内で、基準によって規

制される人物に対し適切な措置を講じなければならない。  

（b）長官は、本法および同種の問題に関する州や地方自治体の法令や条例を施行するた 

めに、州や下位行政区の職員と協力する権限をもつ。  

  

第 16 条 長官による本法の執行業務 

（a）調査と査察 

長官は、動物商、展示業者、中間取扱い業者、運送業者、研究施設、または本法第

12 条に定めるセリ開催者が、本法やそのもとに発令される規則や基準の何らかの条項

に違反したか、あるいは現に違反しているか否かを判断する上で必要とみなした場合

には、前記に対する調査ないし査察を行うことができ、また前記の目的であらゆる合

理的な時間内に、前記の動物商、展示業者、中間取扱い業者、運送業者、研究施設、

セリ開催者の事業所、施設、動物、および第 10 条が義務づける記録を検査できるも

のとする。長官は各研究施設を尐なくとも年１回査察しなければならず、本法のもと

に公布される基準と照らして欠陥や逸脱がある場合には、前記の基準に照らした欠陥

や逸脱が改善されるまで必要なフォローアップ査察を行わなければならない。長官は

（1）動物商が保有する動物、（2）展示業者が保有する動物、（3）研究施設が保有す

る動物で、その動物が使用されていた研究、試験、実験のために前記の研究施設から

それ以上必要とされない動物、（4）セリ開催者が保有する動物、（5）中間取扱い業者

または運送業者が保有する動物が、本法の条項または本法のもとに発令される規則や

基準への不遵守の結果苦しんでいるのが発見された場合、査察官が人道的な方法によ

り処分できるよう、長官が必要とみなす取決めと規則を公布しなければならない。  

（b）公務妨害に対する刑罰 

本法に基づく公務に従事するか公務を遂行している人物に、示力をもって攻撃、抵 

抗、反抗、妨害、干渉した者は、5,000 ドル以下の罰金または 3 年以下の禁固、また

はその両方に処すものとする。前記の行為を犯すに当り、殺傷力をもつか、もしくは

危険な武器を使用した者は、10,000 ドル以下の罰金または 10 年以下の禁固、または

その両方に処すものとする。本法に基づく公務に従事するか公務を遂行している人物

を殺害した者は、合衆国法律集第 18 編第 1111 条および第 1114 条に規定された罰に

付すものとする。  

（c）手続き 

本法および本法のもとに公布される規則と基準が有効に施行、執行されるよう、本 

法の規定を施行、執行する長官の管轄、権能、職務、および前記の権限の対象となる

すべての人物、企業、会社に対し、「連邦通商委員会の設立、その権限と任務の規定、

その他を目的とする法律」（15 U.S.C. 46, and 48-50; 38 Stat. 721-723, as amended）

という名の法律の第 6 条、8 条、9 条および 10 条の規定（罰則を含む）（第 6 条（c）



節から（h）節までと第 9 条最終節は除く）と、「組織犯罪取締法（1970 年）」（18 U.S.C. 

60001 et. seq., 62 Stat, 856）第 II 編の各条項とを適用する。長官は、合衆国の直轄

地、領有地、コロンビア特別区、プエルトリコ共和国を含むすべての区域において、

本法に基づく職務に必要な照会を行うことができる。合衆国のすべての地方裁判所は、

上述の 1914 年 9 月 26 日付修正法の第 9 条および 10 条が合衆国地方裁判所に与えて

いる管轄権を、本法の目的で行使できる。合衆国地方裁判所、グアム地方裁判所、バ

ージン諸島地方裁判所、米領サモア最高裁判所、その他の直轄地の合衆国裁判所は、

本法を執行し、本法への違反を防止、抑制するための明確な管轄権をもち、本法第 19

条（c）節に定める件を除き、本法のもとで生起するその他あらゆる種類の事件に対

する管轄権をもつものとする。  

  

第 17 条 法的に設置された法執行機関による査察 

 長官は、法的に設置された法執行機関から遺失動物の捜索にかかわる要請があった場合

には、動物商、展示業者、研究施設、本法第 12 条にいうセリ開催者に対し、彼らの動物と

その記録とを合理的な時間に検査させることを義務づける取決めと規則を公布しなければ

ならない。  

  

第 18 条 

廃止。Pub. L. 91-579。P. L. 91-579, §19, Dec. 24, 1970, 84 Stat. により同様の条項が第

13 条に盛り込まれた。  

  

第 19 条 免許取得者による違反 

（a）免許の一時停止、通告と意見聴取；剥奪 

長官は、動物商、展示業者、または本法第 12 条に定めるセリ開催者として免許を

受けた人物が、本法の何らかの条項、もしくは本法のもとに長官が公布する何らかの

取決め、規則、基準に違反したか、違反していると信じるに足る理由がある場合には、

前記の人物の免許を、21 日間をこえない期間内で一時停止させることができ、また、

通告と意見聴取の機会を設けた後に前記の違反の発生が確定した際には、さらに長官

が指定する期間だけ停止を延長するか、もしくは前記の免許を剥奪することができる。  

（b）条項への違反に対する制裁金；別個の罪；通告と意見聴取；上訴；制裁金の考慮；制

裁金の酌量；制裁金不払いに対する司法長官による民事訴訟の提起；地方裁判所の管

轄権；排除命令への違反 

長官は、動物商、展示業者、研究施設、中間取扱い業者、運送業者、本法第 12 条

に定めるセリ開催者で、本法の何らかの条項、または本法のもとに長官が公布するい

ずれかの取決め、規則、基準に違反した者に対し、前記の違反の各々について 2,500

ドル以下の制裁金を課すことができ、また前記の人物に、前記の違反の継続の停止を



命令することができる。違反は 1 件ごと、違反が継続する１日ごとに別個の罪とみな

すものとする。容疑のある違反について通告と意見聴取の機会が与えられるまでは、

前記の人物に罰が課されたり排除命令が発令されてはならず、また、長官による罰の

賦課命令や排除命令は、その影響を被る人物が、その長官命令について適切な合衆国

上訴裁判所に上訴しなかったときに最終的かつ確定的な命令となるものとする。長官

は、その人物が関与する事業の規模、違反の重大性、その人物の誠実性、前科を考慮

した上で、妥当な罰を課すようにしなければならない。長官は、前記のいずれの制裁

金も酌量することができる。本条に基づく最終命令により課せられた罰金が支払われ

ない場合には、長官は、司法長官に対して、合衆国の地方裁判所またはその人物が発

見されたか、居住するか、事業を行っている区域の他の合衆国法廷に、罰金徴収の民

事訴訟を提起するよう要請しなければならず、また前記の裁判所は、前記の訴訟を審

理しその判決を下す管轄権をもつものとする。本条に基づく長官の排除命令に故意に

違反した人物は、前記の違反の各々について 1,500 ドルの制裁金が課されるものとし、

また前記の違反は継続する１日ごとに別個の罪とみなされるものとする。  

（c）終局命令を不服とする人物による上訴；期限；合衆国上訴裁判所の独占的管轄権 

本条により発令された長官の終局命令に不服をもつ動物商、展示業者、研究施設、 

中間取扱い業者、運送業者、または本法第 12 条に定めるセリ開催者は、前記の命令

の発効後 60 日以内に、適切な合衆国上訴裁判所に、合衆国法律集第 28 編の第 2341

条、第 2343 条から 2350 条の規定にしたがって、前記の命令の撤回を請求でき、ま

た前記の裁判所は、長官命令の差し止め、撤回、一時停止（全部または一部の）を命

じるか、または長官命令の妥当性を判断する独占的な管轄権をもつものとする。  

（d）違反への刑罰；合衆国治安判事への最初の提訴；合衆国農務省の法務官による提訴 

本法の何らかの条項に故意に違反した動物商、展示業者、または本法第 12 条に定

めるセリ開催者は、有罪が確定した場合、1 年以下の禁固または 2500 ドル以下の罰

金、もしくはその両方が課せられるものとする。前記の違反の訴追は、実行可能な限

り、まず合衆国法律集第 28 編第 636 条と合衆国法律集第 18 編第 636 条が規定する

合衆国治安判事に提起するものとし、また司法長官が同意すれば、その提訴は地方裁

判所への上訴審ともども合衆国農務省の法務官が行うことができる。  

  

第 20 条  

廃止。Pub. L. 94-279, §14, April 22, 1976, 90 Stat. 421 により、同様の条項が第 19 条に

盛り込まれた。  

  

第 21 条 施行規則 

 長官は、本法の目的遂行のために長官が必要とみなす取決め、規則、命令を公布する権 

限をもつ。  



  

第 22 条 可分性 

 本法の何らかの条項、または何らかの人物や状況に対する前記の条項の適用が無効と判

定されても、本法の他の部分や、無効と判定された以外の人物や状況に対する前記の条項

の適用は、その影響を受けないものとする。  

  

第 23 条 料金と予算割当ての権限 

 長官は、免許の発行に合理的な料金を課し、査定し、徴収させなければならない。前記

の料金は、免許の対象となる業務の種類と性質とを考慮し、衡平の原則に基づいて調整し、

国庫に雑収入として収めなければならない。これにより、議会は前記の資金を随時使用す

る権限をもつが、ただし、農務長官は、本法第 26 条の規定を農務省が執行する目的で、1976

年 9 月 30 日を末日とする移行四半期には 10 万ドルをこえない金額、その後は各会計年度

ごとに 40 万ドルをこえない金額を使用する権限をもつものとする。  

  

第 24 条 発効期日 

 長官は、第 10 条と第 13 条による規則を本法の発効日から 6 カ月以内、合理的な限り早

期に定めなければならない。この規則への追加や修正は、必要もしくは望ましいと思われ

る場合に随時定めることができる。動物商は、本法の各条項および前記の規則を、前記の

規則の公布後 90 日目から遵守しなければならない。研究施設は、本法の各条項および前記

の規則を、前記の規則の公布後 6 カ月目から遵守しなければならない（1966 年 8 月 24 日）

が、本法第 13 条により長官が定める基準を遵守していない研究施設について、長官が、そ

の研究施設が合理的な時間内に前記の基準を満たすとみなせる証拠があると判断した場合

には、長官は、期限の延長を認めることができる。本条のその他の規定にかかわりなく、

中間取扱い業者、運送業者、その他の人物は、修正動物福祉法（1976 年）により修正され

た本法の各条項、およびそれに基づき公布される各規則を、中間取扱い業者および運送業

者に関する修正がなされた本法第 13 条による規則の公布後 90 日目から遵守しなければな

らない。また前記の規則の公布は 1976 年 4 月 22 日から 9 カ月以内になされるものとし、

さらに動物商、展示業者、セリ開催者、研究施設は、本法のその他の修正条項とそれに基

づく規則を、1976 年 4 月 22 日から数えて 90 日が経過したときから遵守しなければならな

いが、ただし、本修正法第 26 条（f）（g）（h）節については、上記の 90 日が経過したとき

からすべての人物が遵守しなければならない。上述の修正のその他の諸点については、1976

年 4 月 22 日をもって発効するものとする。  

  

第 25 条 上院および下院議長への年間報告書 

 長官は、毎年 3 月までに、上院議長および下院議長に以下に関する包括的かつ詳細な報

告書を提出しなければならない： 



（1）本法第 12 条第 3 項に基づき長官が免許を与えたすべての研究施設、展示業者、その

他の人物と施設の特定情報。  

（2）本法第 16 条に基づき長官が実施したすべての調査、査察の性質と発生地、および本

法第 13 条に基づき長官が受理したすべての報告。  

（3）本法または本法の何らかの条項の施行の改善につながる法令の提言。  

（4）生きた動物の航空輸送にかかわる航空機環境に関する提言と結論。  

この報告書とその裏付けとなった文書、データ、所見は、上院または下院の適切な委員会

によって公表されるまで、その他一切の人物、非連邦機関、団体に公開してはならない。  

  

第 26 条 動物闘争ショー 

（a）動物闘争ショーの後援またはショーに動物を出すこと 

いかなる人物も、州間または対外通商により移送される動物闘争ショーを意図的に

後援したり、そこに動物を展示することは違法となる。  

（b）動物闘争ショーに出す動物の購入、販売、引渡しまたは輸送 

いかなる人物も、犬その他の動物を、動物闘争ショーに使用させる目的で、州間ま

たは対外通商により販売、購入、輸送したり、輸送のために他の人物に引渡したり、

他の人物から受取ることは違法となる。  

（c）動物闘争ショーの宣伝のための郵便事業その他の州間連絡機関の利用 

いかなる人物も、合衆国の州境の外で行われるものを除き、宣伝その他の方法で動

物闘争ショーを助長する目的をもって、合衆国郵便事業その他何らかの州間媒介手段

を意図的に使用することは違法となる。  

（d）州法に対する違反 

本条（a）、（b）、（c）節の規定にかかわらず、生きた鳥を用いる闘争ショーについ

ては、前記の各節が禁止する行為はその闘争が行われる州の法に違反する闘争に限っ

て違法となる。  

（e）刑罰 

本条（a）、（b）、（c）節に違反した人物には、各々の違反について 5,000 ドル以下

の罰金または 1 年以下の拘禁、またはその両方が課せられるものとする。  

（f）違反に対する長官の調査；他の連邦機関からの支援；捜査令状の発行；没収；没収ま

たは民事訴訟における費用の償還 

長官または長官が権限を与える人物は、本条の何らかの規定に対する違反があった

か、または違反があるか否かを判断するため長官が必要とみなす調査を行わなければ

ならず、また長官は、前記の調査を実施する上で、連邦調査局、財務省、その他の合

衆国の法執行機関および州政府、地方自治体から、各々との協定に基づく支援を受け

ることができる。合衆国判事、ないし、本条への何らかの違反にかかわったと信じる

に足る理由がある動物が発見された区域のすべての州正式記録裁判所判事と合衆国



治安判事は、その動物を捜査し押収する令状を発行することができる。合衆国警察官

または本条に基づく捜査権をもつすべての人物は、前記の令状を請求かつ執行するこ

とができ、押収したすべての動物は、本節にしたがって裁判所が処分するまで、合衆

国警察官その他権限をもつ人物により保管されなければならない。保護された動物に

は、その間、獣医学的な治療を含めた必要なケアを施さなければならない。本条への

何らかの違反にかかわった動物は、合衆国地方裁判所またはその動物が発見された管

轄区域の他の合衆国裁判所へ訴追請求がなされた時点で、合衆国への没収手続きをと

らなければならず、没収決定後は、合法的な購入に向けて販売するか、その他の人道

的手段により処分しなければならない。本条に基づき押収、没収した動物のケアのた

めに合衆国が負担した費用は、その動物の所有者が前記の没収処置に立ち会うか、そ

の所有者が所在、居住、もしくは事業を行っている地域で提起された別の民事訴訟に

出頭した場合、その所有者から償還を受けるものとする。  

（g）定義 

本条において、： 

（1）動物闘争ショー［animal fighting venture］とは、2 頭以上の動物間の闘争が

なされるもので、スポーツ、賭け、娯楽を目的に行われるものをいい、水鳥猟

その他の鳥猟、アライグマ猟、キツネ狩りのように、1 頭ないしそれ以上の動物

を用いて他の動物を狩ることを主目的とする活動は、「動物闘争ショー」には含

めないものとする。  

（2）州間または対外通商［interstate or foreign commerce］とは： 

（A） ある州のある地点とその州外のいずれかの地点、または同一州内の 2 点

を他州を経由して結ぶすべての移動、または、 

（B） 外国からいずれかの州へのすべての移動をいう。  

（3）州間連絡機関［interstate instrumentality］とは、州間または対外通商にかか

わる業務を行う電報、電話、ラジオ、テレビをいう。  

（4）州［State］とは、合衆国の州、コロンビア特別区、プエルトリコ共和国、その

他の連邦直轄地または領有地をいう。  

（5）動物［animal］とは、生きた鳥、生きた犬、およびヒト以外の哺乳類をいう。  

（6）本条で禁止された何らかの活動を行うことは、その人物を、動物商、展示業者、

その他の資格をもつ者として本法の他の条文にしたがわせるものではない。  

（h）州法との矛盾 

（1）本条の規定は、動物闘争ショーに関する州、地方、自治体の何らかの法令や条

例の効力を停止させたり無効にするものではないが、後者の要件と、本条また

は本条に基づく何らかの取決め、規則、基準との間に、直接的で両立し得ない

矛盾がある場合にはその限りではない。  

  



第 27 条 企業秘密の公開 

（a）機密情報の公開の禁止 

施設動物委員会のいずれかの委員が、その研究施設に関し、以下に関する何らかの

情報を含む機密情報を公開することは違法となる。  

（1）取引上の秘密、工程、操作、作業様式、装置。  

（2）研究施設の特定情報、機密の統計データ、収入、利潤、損失、支出の額や由来。  

（b）機密情報の不法な利用の禁止 

前記の委員会の委員が、本条（a）節に基づき機密情報として保護されるべき何ら

かの情報について、以下の行為をすることは違法となる。  

(1) 自らの利益のために利用するか、もしくは利用しようとすること。  

(2) 他人に漏洩すること。 

（c）刑罰 

本条（a）、（b）に対する違反への罰則を以下の通り定める：  

（1）前記の委員会からの除名、および、  

（2）（A）1,000 ドル以下の罰金および 1 年以下の拘禁、もしくは、  

（B） 前記の違反が故意であれば、10,000 ドル以下の罰金および 3 年以下の拘

禁。  

（d）被害者の損害回復；費用；弁護料 

研究施設を含め、本条への違反によりその業務や財産に損害を被った人物は、前記

の人物が被った現実的および派生的損害と、合理的な弁護料を含む訴訟費用一切を回

復することができる。  

（e）その他の権利と救済 

本条のいずれの部分も、本条への違反により事業や財産に損害を被った人物の他の

何らかの権利に影響をおよぼすものと解釈してはならない。（d）節は、本条（a）、（b）

節への違反により生起するか、それに関連する何らかの権利の行使を制限するものと

解釈してはならない。  

  

第 28 条 ペットの保護 

（a）保管期間  

（1）義務 

（1）項に定める主体が取得した犬猫については、前記の主体は、前記の犬猫

を動物商に販売する前に元の所有者への返還か他の個人への引き取りが可能と

なるよう、前記の犬猫の保管とケアを 5 日以上行わなければならない。  

（2）主体の規定 

（1）項でいう主体とは以下のものをいう。  

（A）州、郡、市が所有し運営する収容所または保護施設。  



（B）動物のケアを目的に設立され、ボランティアで収容所や保護施設を運営

し、動物の譲渡を行う、人道協会や州、郡、または市の下請け組織のよ

うな民間の主体。  

（C）農務省の免許を受けた研究施設。  

（b）証明書 

（1）全般的事項 

動物商は、（2）項に定める要件を満たし、（a）節を遵守していることを示す

法的に有効な証明書を受取人に提供しない限り、由来が不確かな犬猫を個人や

主体に販売、供給したり、利用させてはならない。  

（2）証明書の要件 

法的に有効な証明書には以下の内容が記載されなければならない：  

（A）動物商の氏名、住所、および農務省の免許または登録番号（前記の番号

がある場合）。  

（B）犬猫を受取る者の氏名、住所、および農務省の免許または登録番号（前

記の番号がある場合）、および署名。  

（C）犬猫については、以下のことが記載されなければならない：  

  （i）種および品種、またはタイプ。  

  （ii）性別。  

  （iii）生年月日（判明している場合）  

  （iv）色および特徴的な模様。  

  （v）その他、規則により長官が適当と判断する情報。  

（D）動物商が、犬猫を購入その他の手段によって入手した相手先の人物、収

容所または保護施設の名称と所在地、および前記の人物、収容所または

保護施設が、前記の犬猫が研究または教育目的に使用される可能性があ

ることを通告されていることの証明。  

（E）（D）項の購入または入手の日付。  

（F）収容所または保護施設による、自施設が（a）節の要件を満たしている

旨の誓約。  

（G）その他、規則により農務長官が適当と判断する情報。  

（3）記録 

（1）項が義務づける証明書の原本は、動物商から販売、供給、その他の手段

で利用に供される犬猫の輸送に伴わせなければならず、法の執行上、研究施設

に 1 年以上保管しなければならない。動物商は、本項のもとに提供される証明

書の写し 1 部を、法の執行上、1 年以上保持しなければならない。  

（4）移送 

ある研究施設が動物を他の研究施設に移送する場合は、前記の移送に証明書



の写しを伴わせなければならない。  

（5）修正 

マイクロチップなどの個体識別の技術が進み、本条に定める情報は前記の技

術により適切に取得、伝達、保存できると長官が判断した場合には、証明書が

満たすべき要件を修正することができる。  

（c）執行  

（1） 全般的事項 

本条の定める要件にしたがわないか、もしくは（b）節が義務づける証明書に

偽りの情報を記載した動物商は、第19条に定める刑罰を課せられるものとする。  

（2） 再犯 

本条に対する 2 度目以降の違反を犯した動物商は、本条に対する違反によって

入手または販売した犬猫 1 頭につき 5,000 ドルの罰金を課せられるものとする。  

（3） 永久剥奪 

本条に対し 3 度目以上の違反を犯した動物商は、前記の動物商の免許を永久に

剥奪されるものとする。  

（d）規則 

長官は、本条の施行規則を、本条の発効日から数えて 180 日以内に公布しなけれ

ばならない。  

  

第 29 条 差止（禁止）命令の請求権 

（a） 請求 

動物商、運送業者、展示業者、または中間取扱い業者が扱う動物が盗難されたもの

であるか、または動物の健康が、本法または本法により公布される規則や基準への違

反のため深刻な危機にあると信じるに足る理由があるときは、長官はその旨を司法長

官に通知しなければならず、司法長官は、前記の人物が本法または本法により定めら

れる規則や基準に違反して営業を行うことを防止するため、前記の動物商、運送業者、

展示業者、または中間取扱い業者が居住するか、事業を行っている区域の合衆国地方

裁判所に、一方的緊急差止（禁止）命令または差止（禁止）命令を請求することがで

きる。  

（b） 発令 

裁判所は、適正な立証がなされた場合には、（a）節により、保証なしの一方的緊急

差止命令ないし差止命令を発令することができる。前記の命令は、第 19 条に述べる

不服申し立てが長官に却下されるか、それによって長官が発令した排除命令が終局命

令となるか、または上訴審で撤回されるまで効力を保つものとする。農務省の法務官

は、司法長官の承認があれば、本条により提起されるすべての訴訟について、合衆国

地方裁判所に長官の代理として出頭することができる。  



  

注：本資料は情報提供のみを目的とした動物福祉法の写しである。ここに示された本法の

何らかの部分に依拠する前に、公式文書である合衆国法律集（7 U.S.C. §§2131 以降）を

参照すること。  

  


